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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

根拠法令

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）

令和3年6月15日

札幌市行政事務センター設置による対象者管理システム改修業務

保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課

株式会社日立製作所北海道支社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、敬老優待乗車証交付制度の運用において、申請登録や納付書、ICカードの発
行等に利用している「対象者管理システム」を行政事務センター設置に伴い、各区の業務
の一部を実施できるようにするための改修を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、稼働中の対象者管理システムに影響を与えないように作業
計画を立てる必要があり、システム全体の機能、機器構成、各種設定情報など、対象者管
理システムに熟知していなければならない。また、本業務で実施する作業は、対象者管理
システムの運用保守業務の範囲にも影響を与えるため、別途契約中の運用保守業務と本業
務は密接なものとなる。
　したがって、対象者管理システムの設計・開発を行い、運用保守業務を担っている当該
事業者が本業務を履行できる唯一の事業者であり、地方自治法施行令第167条の２第１項
第２号に基づき、本業務の調達は当該事業者から見積書を徴収して行うこととしたい。


